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li
pB. Fillebhm, The. Principles 

o
f 

Natural 

T
a
so-
nのPart one

に

驻

い

ズ

起

草

し

た

も

の

で

ゐ

石o 

辑

序

言

總
て
の
人
々
，は
土
地
に
嘲
し
て
、
造
物
者
の
賜
物
S
し 

て
そ
の
原
始
の
狀
態
に
於
い
：て
平
等
の
權
利
を
有
ず
る 

せ
云
ふ
の
で
ぁ
る
。
總
て
の
土
地
に
»
す
る
總
て
の
人 

々
の
此
自
然
的
權
利
の
結
果
ど
し
て
、
：*
人
々
Iは
個
人 

の
土
地
に
對
す
る
私
有
の
權
利
を
不
I-
I
I
Mせ
ん
^
す
る
に 

至
っ
た
、，
そ
し
て
相
續
權
を
剝
餱
せ
ら
れ
た
者
に
對
す 

る
木
公
平
を
除
去
せ
ん
が
®

R

M̂J
に
土
地
の
分
配
を 

爲
す
か
或
は
之
を
_
有
ど
爲
S
ん
こ
と
を
提
案
す
る
に 

至
：っ
れ
。
此
假
設
的
前
提
く
結
論
が
如
何
に
重
要
な
も 

の
：
で

，
ぁ

る

€

し
て
も
、
^
れ
は
自
然
的
課
稅
の
問
題
に 

は
全
ぐ
關
係
が
な
い
、
' そ
の
上
典
れ
は
多
く
の
人
々
.に 

對
じ
て
淇
課
稅
原
理
を
理
解
す
る
：に
際
し
て
邪
魔
物
ど 

，な
っ
た
？
經
濟
的
地
代
を
租
稅
に
ょ
っ
て
典
荷
物
^
し 

て
社
會
の
擅
有
に
歸
せ
し
，め
ん
と
す
る
乙
^
は
、
.斯
く 

の
如
き
地
代
は
社
#
的
^
物
：で
ぁ
る
> 
個
人
の
努
力
で 

は
な
.ズ
細
會
.の
共
同
的
活
動
に
_
闪
す
る
所
得
の
一
形
：
 

態

’
ぁ
る
、
ビ
云
ふ
■
實
に
よ
‘つ
V

+
分
是
認
さ
る
、 
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四

?
て
國
务
.の
收
入
を
.11
濟
的
地
代(

。。§
。
日
：°
ョ
^) 

i
 
 ̂

)

ょ
り
得
や
ラ
ビ
す
る
提
案
は
土
地
取 

一
*
ど
し 

「

て
廣
く
知
ら
れ
て
.ゐ
る
。
I此
提
案
は
、
斯
る
地
代
は
社 

.
:一
會
：

物
で
あ
る
即
人
口
の
增
加
ノ
レ
金
體
ど
し
て
の
人 

.■■
^
の
^

^
及
介
|1
ど

か

.
ら

生

中

る

所

得

の

一

形

態

で

あ
 

一
：つ
て
、
之
を
受
収
る
地
主
の
生
產
的
活
動
及
企
業
か
ら 

\

生
す
る
も
の
で
は
な
い
"
ど
云
ふ
衆
知
の
說
に
蒜
い
て

で
ゐ
る
の
，で
あ
る
。
:

:

\ 

: :

::
:
h 

■

\

單
ー
稅
に
多
少
の
類
似
職
を
有
し
且
右
の
如
&
公
IE
::
:
:
, 

\ 

.の
原
理
乂
は
便
宜
主
義
に
甚
い
て
主
張
せ
ら
れ
た
改
^
:
'
:
:
,

:

\

の

提

案

は

、

！
^

^

^

。

の

地

代

說

以

前

ょ

り

#.
し
た
の 

\

で
あ
る
。
そ
し
て
是
等
の
改
革
案
は
、
其
某
礎
を
ず
る
-
:
:

一
原
理
が
誤
つ
で
ゐ
た
ど
す
る
：も
，
近
代
的
運
®
の

精

神

: 

€
典
通
性
^.
有
す
る
®
.に
於
い
て
硏
究
の
僙
値
あ
X

於 

思
は
れ
る
。 

‘

の
改
-|
+
*4,
^
カ̂
採
..っ
.て
以
■つ
T.
S
礎 

t
.

A
T
A
S

こ
' 

V
>

、
な
つ
て
ゐ
る
'の
で
あ
る
o:
此
ぽ
經
濟
的
地
代
の 

性
質
ぞ
起
源
ど
を
硏
究
す
れ
.ば
明
か>VJ
な
る
こ
^
J
t办 

る
。 

…

‘

:

:土
地
に
對
す
る
本
等
權
利
の
說
か
ら
地
代
に
飼
す
る
__ 

共
有
權
の
思
想
へ
の
推
移
は
實
に
興
味
あ
る
こ
^
で

あ

: 

つ
て
、
多
少
の
重
複
も
之
を
陳
腐
な
ら
し
め
る
.乙
e
は 

出
來
ぬ
。

:
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は
土
地
に
對
す
る
總
て
の
人
々
の 

平
等
權
利
の『

幻』

を
確
認
じ
た
。
併
し
多
く
の
著
述
家 

.達
は
？ 
土
地
に
對
す
る
ホ
等
權
利
の
利
益
の
分
配
は
人
.
：
'. 

.間
の
代
が
進
む
に
從
つ
て
S
ら
不
可
能
に
終
る
ど
云
ふ 

こ
ど
に
一
致
し
た
。
‘之
に
反
丨
て
地
代
の
利
益
は
浓
一 

稅

，
の

下

に

，

1=
1
働
的
に
必
然
的
に
散
布
せ
ら
る
、
で
あ
ら 

.
5
、
■加
之
斯
る
分
配
0
障
#
は
經
濟
的
地
代
の
增
加
す 

る
に
從
つ
て
減
少
.す
..る
で
あ
.ら
'ぅ
。

無
地
代
の
土
地
の
場
合
に
は
、
ニ
方
興
不
可
能
な
分 

配
の
刹
益
：及
他
方
限
界
耕
作(Margin 
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自
然
的
課
桃
の
虫
艰
农

第
十
號

八

に
於
け
る
又
は
典
れ
に
近
い
地
代
のS

働
的
散
布
の
利 

益
は
極
め
て
'些
少
に
過
ぎ
.，ぬ
で
あ
ら
ぅ
。
此
故
に
田
舍 

.

.の
移
住
地
の
八
々
に
對
す
る
，其
利
益
を
過
大
視
す
る
危 

.險
が
あ
る
。
之
が
も
ぅ
一
つ
の
^

據
は
、
1

の
移
住 

の
爲
に
土
地
を
解
放
す
る
ビ
云
ふ
多
ぐ
の
慈
善
的
試
み 

の
失
敗
に
之
を
見
出
す
t

ど
が
出
*

る
。

'
_

;;
其
處
で
菩
人
は
、
當
時
を
囘
想
じ
で
、
殆
ん
ざ
た
Y 

十
弗
間
に
記
錄
さ
れ
た
三
つ
の
惧
點
を
例
證
^
し
て
述

，へ
る> j

^

かitl

來
る
。
 

.

(
o
M
e
n
r
y
o
e
o
r
g
e

は

『

課
桃
に
ょ
る
地
代
の
擅 

有』

；
ど
云
ふ
得
意
の
提
案
を
爲
し
た
。
之
は
不
m
の『

幻 

影』

の

沙

漠

に

於

け

.
る

鄉

ぃ

だ

ォ

7r
ジ
ス
で
ぁ
つ
た
o 

彼
は
土
地
其
も
の
に
啁
す
る
平
等
權
利
は
之
を
勘
定
に 

入
れ
な
い
で
唯
其
ォ
r
ン
ス
k

向
つ
て
戏
々
を
導
い
て 

行
つ
た
の
で
あ
る
。

(

一
:v
十
ニ
年
の
後
に
.：、『

國
有
■化』

 ̂natForraHzation

 々

,

,

 

卜
彼
ば
形
式
上

の へ  
實 ご 

任 
を 十 

餘 ニ  
去 年

せ の

ん 後

S

『

土
地
に
對
す
る
苹
等
の
權
利1

に
代
ふ
る
に『

地
代
に 

,對
す
る
共
有
權』

を
以
て
し
た
。

_

卯
土
地
國
有
主
張
者 

の
第【

の
誤
®
は
^
等
權
ミ
共
有
權
£
の
混
同
に
存
す 

る
°
實
際
に
於
い
て
は
土
地
砠
砠
の
*

㈣
は
典
有
權 

(
a

 

j
oB *
t o

r

 

c
o

m
m

o
n

 

r
f
g
h
t
)

で
は
な
く
て
平
等
權
で
あ 

る
、
.
共
有
權
は
地
代
^
存
す
る
も
の
で
あ
る
、
€
主
張 

し
た
。(G

e
o
r
g
e
,

 

H
e
n
r
y
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r
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2
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2

)

(
n
l
)
一

八
九
ニ
年
に
論
壇
に
現
は
れ
たS

h
e
a
r
m
a
n

 

は
、『

豫
言
的』

な『

幻
影
的』

な
特
色
を
全
然
無
視
し
半 

等
權
の
問
題
を
顧
盧
せ
ず
に
、
地
代
を
共
同
的
に
享
# 

一
す
る
は
自
然
の
課
税
方
法
で
あ
る
：ビ
宣
言
し
た
。
彼
は 

o
e
o
r
g
e

が
地
代
の
課
稅
に
關
し
て
終
つ
た
»
ょ
&
出 

筱
し
其
處
に
終
つ
た
の
で
あ
る
。

U

7
ダ
ム
*
ス

ミ

スI

七
ニ
三
年
丨I

七
九
〇
部 

:自
^
的
課
觀
..の
.
*な
る
主
張
.
«
.
.
の
中
最
初
の
.位
置
は
.

與

_
磨

學

t
科
擧
忆

.を
0 

為初

地
位
に
高
め
た
ビ

云
'̂

名
#
を
擔
つ
て
ゐ
*o
彼
は
、

一
 

七

ニ

三

筇

蘇

國

フ

ァ

イ

フ

州

(

0

0
§

^

o
f

 

F
i
f
e
)

力

：

ア
コ
オ
デ
イ

(
S
M
k
c
a
l
d
y
)

に
生
る
o
彼
は
グ
ラ
ス
ゴ 

1

及
一
才
ッ
ク
ス
プ
オ
1
ド
に
於
い
て
敎
育
を
受
け
"
そ

：
 

數
年
の
問V

ラ
.ス
.ゴ
ー
太
學
の
敎
授
を
動
め
だ

0 

其
後
彼
は
之
を
辭
しV

 

\

ッ

ク

ル

丨

公(
D
u
k
e

 

of 

B
u
c
d
s
c
h
v

の
師
俾
ご
し
て
の
間
大
陸
に
旅
行
を 

爲
し
た
。
此
旅
行
の
間
彼
は
フ
ィ
ジ
オ
ク
ラ
ー
ト
の
人 

々
ビ
交
る
乙

ビ
が
多
か
つ
た
。
之

R:
續
い
た
十
年
彼
は 

力K
:

コ
オ
デ
イ
に
隱
述
し
て
彼
が
而
し
れ
經
濟
問
題
の 

研
究
にg

念
が
な
か
つ
た
。
；遂
に
現
は
れ
ft
の
は
新
時 

弋
を
3]
疒
る

著
述 

>
p 

Inquiry 

into the -Nature 

and 

Causes 

of 

the 

vvslth 

o
f 

N
a
t
i
o
n
s
f
M
Q
o

t2。

xfi
-

:

1

0

■
'
.

.

.

.

『

阈
常
論』

に
於
ぃ
て
は
、
吾
人
は
今
H
の
緙
濟
學
の

. 

特
徴
ど
な
つ
て
ゐ
る
經
濟
的
法
則
の
多
く
が
十
分
に
!®

1

下
さ
れ
て
ゐ
ろ
の
を
見
る
。

マー

カ
ン
チ
リ
ズ
ム
の
誤 

第

十

六

卷

C
四
六
ご
濰
錄
自
然
的
課
棚
の

.
謬
は
暴
露
さ
れ
、

一

國
の
富
は
用
ひ
；
る
、
勞
働
0
熟 

練
に
依
存
す
る
の
■で
ぁ
つ
て
其
有
す
る
金
0
の
高
に
依 

る
も
の
で
は
なS

こ
€

が
指
摘
さ
れ
た
。分
業
の
利
益
、
 

貨
幣
の
本
質
は
明
か
に
示
さ
れ
た
。
價
値
，匕
價
格
.の
法 

則
及
資
本
の
本
質
ビ
職
能
は
論
織
3
れ
た
。
賃
銀
利
® 

地
代
<
し
て
の
所
得
分
配
の
炔
則
も
亦
論
せ
ら
る〜
所 

C
な
つ
れ
。

.

地
代
に
關
し
て
は
、
之

が

本

質
.^
-
.法
則
、己
を
ぃ
分
に 

願
示
し
た
名
#

は

通

常

R
i

c
a

r
d

o

に
歸
せ
ら
る
。
 

「
s

m
i

t
h

は
地
代
ぢ
價
格
定
の
間
の
眞
の
關
係
を
喈
示
し 

.
れ

が"

尙
ほ
地
代
は
偕
格
の
へ
ー
部
を
形
成
す
る
も
の
ビ 

:

信
じ
H

彼
は
地
代
の
本
質
を
完
全
に
了
解
し
得
な
か 

つ
た
ビ
は
*
も
事
實
彼
は
遙
か
に
同
吩
代
の
人
‘々

の
先 

g

に
立
ち
、
國
家
收
入
の
一
資
源
S

し
て
地
代
の
適
當 

せ
る
こ
^

を
認
め
た
點
に
於
い
て
は
ff
i

g

q

 G
e

o
r

g
e

 

.

に
一
世
紀
先
ん
じ
て
ゐ
た
。
地
代
の
課
桃
を
辦
譴
し
た 

彼
の
章
句
は
十
分
別
用
に
憤
す
る
も
の
で
ぁ
る
。
，

H

着

, 

.

♦
第

十

號

A
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#

•
'J
t
ll
L
il
L
代(

或
は
宅
地
料 

ground 

rents )

は
货
家 

职

(the 

rents 

o
f 

houses 〕

.

(

往
三)

ょ
り
；一
S
適
^

な 

IM
桃rnz

的
物
で
あ
る
。：
«
地
地
代
に
對
す
る
®
税
は
家 

@
を
騰
贲
せ
し
む
る
こ
も
は
な
い
で
あ
ら
5

0

は 

v
nに
部

Iし
者

の
JI
L
位

に

立

ち

土

地

の

使

用

に
M
Lて
収
 

り
得
る
最
高
の
使
川
料
を
微
收
し
て
ゐ
る
地
代
所
有
者

の
負
擔
に
全
然
落
つ
：る
の
で
あ
る
。

.

.

..租
%
♦か

.住
民
k
ょ
つ
て
前
拂
さ
れ
や
う
地
.主
に
依
つ
て

，支

* 

，は
れ
や
う
^
何
等
重
要
で
は
な
い
6
住
民
が
租
稅
の
爲 

に
支
柳
は
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
も
の
が
多
く
な
れ
ば
な
る 

程
土
地
の
爲
に
は
益
々
少
し
を
支
拂
は
ん
^
欲
す
.る
.で

. 

:

あ
ら
う
。
そ
れ
故
に
祖
税
の
結
局
の
支
柳
は
全
く
®
地 

地
代
所
有
者
の
丰
に
歸
す
る
の
：で
あ
る
。：
無
住
の
家
屋

:: 

の
敷
地
地
代
は
机
桃
を
支
拂
ふ
可
き
で
は
な
い
。

漱
地
地
代(ground 

r
e
n
t
s
)

及
普
通
の
地
代

(
t
h
e

 

o
r
d
i
n
a
r
y

 

r
e
n
t

 

o
f

 

l
a
p
d
〕

は

所

有

者

が

多

ぐ

の

場

合

に
 

.布

等

，

u
l
l
s

の

；̂

意

勞

カ

を

拂

.

.

.乙
ビ

な

く

し

T:
-享

©

す

第
十
號

八
八

る
收
入
の

l
.
f
f
l

類
で
あ
る
？
此
收
入
の
一
部
が
國
家
の 

費
用
を
支
辨
せ
ん
が
爲
.に
其
所
有
者
か
ら
徵
'收
さ

れ

て
 

も
、
そ
れ
が
爲
如
佣
な
る
稀
類
の
產
業
に
も
.恶
影
«
を 

狄
へ
は
し
な
い
で
あ
ら
ぅ
。
其

1|
:
#
の
土
地
ビ
勞
働
の 

;
年
々
の
生
產
物
即
大
f

人
民
刚
體
の
實
際
の
f

收 

入
ど
は
斯
る
！|

稅
の
後
も
其
前
ど
同
じ
で
あ
る
に
觉
ひ 

な
い
。
故
に
®
地
地
代
ど
普
»

の
地
代
ど
は
恐
ら
く
特

別
な
租
税
賦
課
に
：̂
最
も
W
へ
得
る
a?
類
の
收
入
で
あ

る

:0
. 

‘
，

:•
.

.

此
謝
に
於
い
て
敷
地
地
代
は
普
通
の
地
代
ょ
り
す
ら 

も
j

層

蜜

5な
特
別
課
稅
の
目
的
物
で
あ
る
や
ぅ
^

^

, 

,え
る
。
#
通
の
地
代
は
多
く
の
場
合
に
於
い
て
一
部
分 

，は
少
く
と
も
地
主
の
注
意
ミ
善
從
な
瞥
理
の
爲
を
蒙
つ 

て
ゐ
る
。
重S.

課
桃
は
'此
注
意
ど
善
班
な
管
理
を
妨
ぐ 

る
處
が
あ
る
°

敷
地
地
代
が
普
a
の
，地
代
に
超
過
ず
.谷
. 

以
上
其
の
部
分
は
全
：然
君
主
の
善
：政
に
3 6

い
，て
ゐ
る
;0 

國
家
の
善

.
S

に
故

い
：X

存
在

し
て
ゐ
.令
資
聯

.

(a 

f
u
n
d
)

が
其
政
治
.の
維
持
の
爲
に
特
別
に
課
_
せ
ら 

れ
或
は
他
の
資
源
の
犬
な
る
部
分
に
比
じ
て
ょ
む
以
上 

0
或
も
の
を
其
維
持
の
爲
に
實
獻
す
：る

ビ

云

ふ
こ

y

し 

は

.、
：

:

之
.以

I;
■道

il
あ

る 
一)

«:
力

^
b 
得
.-5
し

fe
w
r
‘
'
^

の

こ
^
で
*
る
。』

(
S
B
i
t
v

 

A
d
a
m
'

 T
h
e

 

W
e
a
l
t
h 

of

,
 

, 

.

.

. 

. 

» 

«• 

' 

.

Natiobsy B
o
o
k

 

v
r

 chap'II.: Part ll, 

article 

L)

:此
切
JT
J
句
に
は
、
:'
:『

m
:
l
:
稅i

に
：關
す
る
近
代
學
說
の

總
て
の
主
耍
な
要
素
が
含
ま
れ
て
ゐ
る
こ
.

V
J

 

,か

麗

3

れ
.る
で
あ
ら
う
o『

敷

她

地

代

は

借

家

，料

ょ

り

も
®j

層

へ
適
常
な
課
税
因
的
物
で
ぁ
る
。』

.

『

敷

肩

地

代

は

：借

家

料

I

:

を
輝
負
せ
し
め
な
い
で
ぁ
ら
う
。
其
は
全
然
敷
地
燦
代
：j

の
所
有
者
ド
歸
す
る
.で
.あ
ら
う
。』

敷
地
.地
代
i
普

通

地I

ゾ
代
ビ
：は
：

『

多

く

の

場

合

：に

所

有

漭

が

其

れ
13
'
身

の

注

意j

を
拂
ふ
こ
皮
な
く
し
て
享
将
す
る』

收
益A

J

在
し
？
そ

し
て
此
南
激
の
間
に
區
別
を
立
て
ゝ
前
激
が
課
稅

H

的

物W

し
て
優
秀
な
所
以
を
指
摘
し
て
ゐ
る
。
*
後

に

彼

'

は

、
敷

地

地

代

の

眞

の

性

質

を

以

て

)li
t
會

的

產

物

で

あ

.

.

:
第十

-:

ハ.胳

2

四
六
三)

，雜
' 

錄
.

自
然
抑
課
桃
のi

るw

な
し
從
づ
て
全
人
民
の
爲
に
課
税
す
る
は
全
く
安 

:
當
な
る
こ
ど
を
明
か
^
認
め
て
ゐ
る
。

:

斯

く

し

て

吾

入

：は

1

國
富
.論』

：は
一
七
七
六
年
に
現
：
 

:
.は
1

し

にH
e
n
r
y

 

G
e
o
r
g
e

の
著
作
は
約
一
股
紀
の
後 

|

に
至
る
ま
で
世
に
出
で
な
か
つ
作
ニ

 

€
を
考
ふ
る
な
ら
一 

|

.
ば
、
自
然
的
•
_稅
の
讃
成
激
.は
' H

s
r
y

 

George:/ Q. 

j

名
电
相
併
ん
でA

d
a
m

 

s
m
i
t
h
,

の
名
を
其
劍
立
者
の
- 

1

:;
;
一
 

人V

し
て
同
じ
卷
物
に
載
す
ベ
'̂
で
t

匕
姐
は
れ

| 

.る

。.
：

.

,
.. 

一
 

へ
註一 )

ぞ

ミ

^
ろ
語
は
我
轉
の
地
代
ふ
り
廣
い
愈
味
^

布
し
て 

ゐ
て
、
土
地
の
使
用
料
の

外
！！

合
錢
の
使
;»
料
家
域
の
使
用
料4*
总 

卜
成
す
る
が
如
く

 

Wひ
；ら
.る
V
勘
合
が
め
*
。
典
處
で
此
兩
漭t
喊
別 

-

せ
し
.
爲̂

.i
#
.l:
.
. 

£coao3
ic rent;、

r
e
D
t

 

of 

land; 

natural...

rearground 

rent 、

等
'̂
文
字
が
其
れ
：々

々
の
學
潘
|:
ふ
つ
て
乃 

/
ぴ
ら
れ
て
ゐ
る
。
 

，

叉
我
國
I:
:於
い
て
も
魯
述ejre

n
t

It
貨
料
、、

」

譯
す
可
し
ミ
虫
張 

す
る
人
.が
め
る
.
0

丨

地
代
は
士
地
か
所
布
ず
る
^

つ
て
少
す
ゐ
所
得
な
み
が
之
が
狹 

ん-
義
即
土
地
於

/]
-鹿
^
耍
棄
ミ
じ
て
洧
^

牯̂
株
の
地
位
^
游
く
所
得 

か
意
味
す
る
か
、
癀
義
即
自
然
の

'#
登

土

：地
'0
使

州

料

の
''
^
1:
那

W
 

' 

• 

第十
雛：

八
九



.

.镞
十
六
#

(

一
四
-
:
§
 m

錄

•自
然
的
課
桃
め
塵
者_ 

擎

號

九

0

.盤
皰
^

灌
溉
缔
莳
栳
問
掊
;1
|
:ハ.上
|:
放
下
乜
ら
れ
た
资
木
の
1!
1

子
4»

も 

含
む
も
り
と
な
す
か
は
堪
客
に
ふ
つ
て
異
气
唯
後
省
は
仳
俗
の
也 

代
^

ゐ

も

の

に

當

ち

，が

故

|1
前
龙
か
-以
て
經
濟
舉
上
の
地
代
ミ
な
.す 

の
風
が
わ
る
。
或
は
I

め
：地
代
に
對
し
t

之
S

濟
的
地
代
4

 

ぴ
、.
或
は
仳
俗
の
地
代
か
總
她
空
：云
ふ
I:
對
し
て
之
^
純
池
代

ミ 

名
付
け
る
襁
^
:む
め
る
。

.

)

-

i
コ

ァ
r

i
ミ
ス
の
特
人
に.就
い

て
it
，水

？

-
:ハ
卷
ー
ー
號
以

| 

下

し

會

概

誠
 

'一
切
^
の
：

『

ア

ダ
A
*
.
ス
.，.ミ
.ス
の
i/k
fm
-

』

. 

iga
す

f
o£t
*
.T
I
!
I
イ 

む

論

文

が

あs 

o就
い

て

參
M
CC
、し
れ
た
し
。

 
| 

r

L)

介

家

料(

f
 Hent 

o
f 

house
〕

は VI
の

部

分
|:
分

つ
5

/ | 

ヵ

;|
1
对

る

，

苁

一
は
ニ:0
ぎ

1
0:
5'
5
^
3
1
;

(
雄

物

の

货

料

)

ミ

云

ふ

こ\

々

な
#
へ
く
、
他

は

爾

常

譯
|

良

J-.nt (

，土
地
S

料

.
、、

」

稱

せ
.:1
/ 

.ど
ス
4
ス
は
■述
'へ
：て
.ゐ
ス
，。
以
て.彼
の
.

ground :.erit

の

澈
味
は
了
解
さ
れ
や
ぅ
2
AU
ふo 
:

-

.

」

：

..I

 

:
地
代
に
は
廣
桃
ご
2

為
ス
ミK

は
廣
親
の
說
か
採
つ
て
ゐ
る
一 

” 

T

u

fれゐ
。
そ
し
て
泛
土
地
の
使
用
料
即
地
泛
表
は
す\ 

.に
；real, of 

I
 
s 

f
字

忠

t

ゐ
气
從
つ
て
g
s
i \

w
e
.
v
t

は

丸

く

敷

地

地

(

教

し

く

は

宅

地

料

)

ミ

課

し

て

前

潘v

s川

--

.し
て
^
く
。'.
. 

_ 

. 

'

,

U
.
I

->
オ
>
。
ス

チ

；
7
丨
ト
•
.ミ

ル

」

八
0
.J
Uハー

一
八
七
三
¥

.

W
'吾
人
力
經
濟
的
地
代
の
«:
1-
ビ
.起
.源
ビ
を
論
じ
て

ゐ
る
の
，で
あ
る
な
ら
ば
、
' 此
重
要
な
問
題
を
十
分
に
取 

极

つ
た
最
勒
の
«'
濟

學

者D
a
v
i
d

 

s
c
a
r
d
o

を
次
に
擧 

げ
な
り
れ
ば
な
らS

。
け
れ
f

彼
は
地
代
.麗

の

問
 

題
に
は
^
し
い
貢
獻
を
し
な
か
o
ts
か
ら
し
て
、
波
ウ 

名

はJ. 

s
'1_
, p. 

E. 

D
o
v
e

其
他
の
才
ゥ
ソ
リ*

グ 

ィ
の
名
の
中
に今

：！

ま
れ
る
で
あ
ら
ぅ
。

J
o
h
n

 

Stuart 

M
i
l
l

は 

| 

八
 ̂

L
g
d
s 
に 

生

れI

八
七
三
年
にA

v
i
g
n
o
n

に
歿
し
た
。彼
は
父
の 

敎

-»
を
受
け
た
が
、
小
供
ど
し
て
最
も
n十
熟
し
た
知
力 

を
現
は
-し
た
。
三
歲
に
し
て
希
臘
語
の
勉
强
を
始
め
、 

十
！一

歲
迄
に
は
希
臘
.羅
甸
の
主
な
著
作
を
識
ん
だ
。
十」 

四
歲
か
ら
は
經
濟
學
の
紐
織
的
硏
究
を
始
め
、
成
熟
し 

た
俎
想
を
表
は
し
たwssays 

0
:
1
p
o
s
c
a
l

 

E
c
o
n
y

 

を
書
い
た
の
は
一
ー
十
四
歲
で
あ
つ
た
。
幼

年

時

弋

に

彼 

が
^
は
し
だ
鐵
敏
な
知
識
的
精
カ
は一

生
を
通
じ
て
绩 

し
た
。
彼
は
多
ぐ
の
問
®
に
就
い
て
铍
い
た
が
^
有
名 

な
も
の
に
は
、
*へ
：
L
o
g
f
o
i 

Ju-settjed 

Q
i
t
f
s
s

 

o
f

political 

E
c
o
n
o
m
y
、

s Principles of political 

E
C
O
,

 

noCDV 
デ
。Essa

y
s
o
n
.
L
i
b
e
r
t
y 

=

ご Utilitarianism 

3 

n Examination 

of Sir 

w
B
i
a 
日 H

a
m
i
l
t
o
n

urphilo- 

s
o
p
h
y

 
ご
ズT

h
e

 

Subjection 

of w
o
m
e
n

:-
等
が
あ
る 

:
:_.
八
七
三
年
に
.彼
は
向
傅
を
書
ぃ
た
が
、
#
人
は
之
，
 

に
よ
つ
て
そ
の
内
的
生
活
を
知
る
こ
^
が
.出
來
る
。：
彼 

VI^
IE
義
ヒ
人
間
の
自
*

?
を
熱
望
し
、
.惡

法

律<̂
不

芷
 

な
社
會
的
慣p

に
よ
つ
て
®
迪
さ
れ
ヤ
■ゐ
る
ど
彼
が
考 

へ
る
人
.々
に
對
し
て
ば
熱
烈
な
同
情
を
注S

だ
。
彼
の
：
 

:

哲
學
は
.功
利
主
義
.で
.あ
り
人
間
の
傘
福
は
窮
撖
の
目
的 

で
あ
っ
た
。
.

ノ 

地
代
說
を
採
っ
で
み
る
に
、
g
日
‘は
先
覺
馨
達
•か
論 

じ
ft
よ
b
以
，上
に
其
れ
に
課
晚
す
る
の
必
要
を
主
張
し 

.た
。

一
八
六
：五
年
に
選
.ば
れV

議
俞
に
人
っ
^
ミ
沄
ふ 

.の
も
主
と
し
て
此
改
寒
，を
爾
行
せ
し
め
ん
が
.爲
で
あ
っ 

た
。
彼
が
經
濟
原
論(

M00
4
”
ば
o
o
k 

w
c
h
a
T
II Sep 

5 

a
n
d

o\
-)

^
述
べ
れ
意
見
は
之
を
看
過
す
^
乙
ビ
が
出 

..笫
十
六
港
ニ
四
六S

玉)

雜

錄

:;
自
然
的
課
.
«

來
な
い
。

r

所
有
者
に
於
い
て
何
等
の
努
力
鑛
牲
を
拂
ふ
こ
ミ 

な
く
し
て
斷
え
^
堦
加
す
る
傾
问
を
有
す
る
一
槌
の
所 

得
の
あ
る
こ
ど
を
想
像
甘
ょ
。

斯
る
場
合
に
國 

I

:'
家
は
此
富
の
增
加
を
成
は
其
一1

部
分
を
そ
の
增
加
す
る 

一
に
從
つ
て
徵
收
し
た
/

yj

す
る
も
、
私
有
則
產
の
某
礎
た 

|

る
原
理
を
破
*
す
る
も
の
ヒ
は
な
ら
ぬ
で
あ
ら
ぅ
。

一
是
は
.當
然
PI
人
か
ら
..も
何
物
を
も
徵
收
す
る
s 

-
K
ふ
の 

|

>
は
な
い
。
其
れ
は
取
に
一
般
の
事
情
に
ょ
つ
て
生
じ 

S

の
增
加
を
特
殊
i

の
財
產
ベ
の
不
勞
的
清
加
rt 

7

ら
し
め
な
い
で
社
會
0
利
益
の
爲
に
適
用
し
や
ぅ
ビ
，云 

|
::ふ
0
で
あ
る
。」

一
政
に
從
へ
ば
是
は
地
代
に
存
す
る
*
狀

な

の

で

あ 

.る
。「

«:
#
の
普
通
め
進
步
は
始
終
*
主
0
所
得
を
增
加 

す
る
傾
向
を
持
つ
て
ゐ
る
‘。
彼
等
は
_
<1
>
て
ゐ
る
間
に 

勞

働

も

せ

令

危

險

：も|
£さ：f

或
は
節
約
も
せ
す
し
て
* 

^
で
行
く
。
彼
等
は
社
會
的
正
義
'01

般
原
11
に
藤
い 

±
描
翁 

.
第十號九十



第

十

六

岱

(

一
四
六
六)

雜

錄

，=
然

的

議

の

產

者

，

て

の 

%  
力n 

に

m
ンじ 

:で 

如

，何 :
な :
る

要

求

櫳

を

"M
す

:る：

力

.®J
會
が
始
炉
も
財
政
的
必
要
の
®
高
.额
に

達

す

る

.

. 

ま
で
地
代
の
自
働
的
增
加
b
課
桃
す
る
：の
權
利
を
®
保
：
 

し
て
傲
い
た
I

.
ば
、
彼
S

何

ん

な

损

奮

蒙

つ

た 

で
あ
ら
：う

か

.0
余
は
、
各
個
人
の
所
寐
地
に
就
い
で
之
一
、
 

を
要
求
す
る
こ
^
;及
兆
使
相
料(rental)

に
起
つ
た
^

| 

懿
め」

6:
る
> 
や
う
な
！p

加

^:
促
へ
や
うV 」

す
る
こ
ビ

は 

不
當
.で
あ
る
こ
^
を
認
め
る
。
何
€
な
れ
ば
個
々
^
場

| 

合
に
於
い
て
は
、
琢
ら
社
會
0

ー
：：
：
般

的

事

情

に

；

1.
つ

て

| 

生
じ
た
增
_

^
所
有
者
伽
£
於
け
る
熟
練
ミ
®
用
ど
の
一 

姑
#
な
る
增
加
ビ
の
問
に
臨
別
の
方
法
が
無
い
か
ら
で
一 

あ
る
。
唯1

の
許
I

f

方
法
は|

般
的
測
定
に
ょ
：

| 

つ
て)

あ
&
う
0
第

I

1'
の
#
段
は
阈
中
の1.

切

の

土

地

\ 

の
評
價
.を
爲
す
ど
.云
ふ
こ
ビ
で
あ
る
。
總
て
の
土
他
の 

观
在
の
惯
値
は
免
耽
さ
る
べ
き
.で
あ
.る
o :

并
し
jr
r
i;會
が 

人
ロ
に
於
い
て
資
本
に
於
い
.て
增
大
す
る
或
沏
問
を
經 

過
し
た
後
に
、
典
評
惯
以
來
地
作
に
：生
じ
た
自
働
的
增

筆

® 

九
ニ 

*
-额
に
就
い
て
概
算
を
爲
汝
こV

を
#
や
う
。
之
に
# 

し
て
は
生
產
物
の
.平
均
.
«格
が
或
標
準
ど
な
る
で
あ
6
 

う
、
若
し
其
れ
が
騰
貴
し
た
な
ら
ば
地
代
の
增
加
し
た 

こ
ビ
は
確
かで

..

あ
ら
う
、
殊
：4
價
格
の
騰
貴
^
.比
，し
て 

一
層
大
な
る
割
合
に
於
い
て
で
あ
る
。
此
前
後
，の見

！！

,
 

k
基
い
て
、
幾
何
の
價
値
が
自
然
的
原
因
に
ょ
つ
て
其 

陋
の
.土
地
に
^
;力
さ
れ
*か

：：

を

、'槪
■算
す
る
こ

ど

が

出

；
：
：
：
：
： 

來
る
。
そ

し

て誤
算
を
.避

け

冬

爲に
斯

く

し

て槪
算
し 

将
た
額
ょ
り
餘
程
內
輪
に
し
，̂

i

般
的
地
秈
を
賦
課
す 

れ
は
、
.投
入
さ
れ
た
資
本
又
は
所
,
主
の
-1
し
た
勞
カ 

の
結

：果
皮
し
て
生
す
る
所
得
の
增
加
に
は
何

等

觸

れな
：

い
-」

ど

が
保
證
さ

れ

る

ら̂

う

。

「
乍
併
地
代
の
增
加
に
親
稅
す
る
の
公
正

.

な
る

i

ビ 

に
關
し
て
は
何
等
疑
問

.

は
あ
6
#

な
い
け
れ

^

.も

、

社 

會
は
公
然
其
#
利
を
切
保
し
て
も
之
を
5
ひ
中
し

.

て
$

招
ネ
を
ゼ
a ^

し
な
力
つ
た
か

o

例
八
ば
英
阈
に
於
い
て 

r

l

紀

の

間

又

は
:|
:
|

(
れ

以

前

に

土

地

を

貢

つ

た

人

は

皆

■他
の
：所
得
ビ
同
一
割
合
で
課
稅
せ
ら
る
、
に
過
ぎ
な
い 

ビ
ーK

■ふ
if
默
の
倮
證
の
下
に
、；，現
在
得

ら

る

、

所
得
に 

»
し

'1
:
の
み
な
.ら
ず

爾

加

の

見

&

^

對
し
て

も

代

價

を 

支
挪
は
及
か
つ
れ
か
：。
併
し
大
陸
の
諸
地
方
に
於
い
て 

は
地
粗
は
國
家
歲
入
@
大
部
分
|

成

し

：明

か

に

他

の_ 

租
税
に
關
保
な
く
增
減
せ
ら
る
V
を

常

^
し

た

か

ら

し 

て
、
之
等
の
諸
國
に
於
い
て
は
埘
加
し
た
地
租
の
支
㈣

j 

を
®
求
せ
ら
れ
な
い
こ
ぞ
は
出
來
な
い
。
英
國
に
於
い
'.
:| 

て
ば
»
租
は
前
世
紀
の
初
^

^
來
變
ら
な
；い
。

•

……

一
 

今
；日
以

後
成
は
立
法
®

が
®

當
ご
認
ひ
る
將
來
0
日

以 

(

後
ブ
爾
後
の
地
代
の
增
加
は
特
別
の
租
税
負
擔
の
義
務 

あ
りW:

宣
言
す
る
こW

に

余

は

異

存

は

な

。い
：。
之

を

爲
::
| 

(

す

に

當
.つ
て
、

土

地0
?|
在

の

ホ
{«
は
總
て
將
來
の
期
どI 

待
に
：關

す

る

現

花

の

價

値

を
も

®含
し
て
ゐ
る

か
ら
し 

て
此
市
ff
l
を
地
主
に
保
證
す
る
な
ら
ば
、
彼
等
に
剷
す 

る
不
公
卒

'{
i
;
一
 

切
除
か
れ
る
で
^
ら

ぅ

。

r
る
祖
m
に 

.關
，し

て

地
代
の
騰
貴
或
は
穀
似
の

騰
貴
ょ
ひ

6

一 
層
安

f

六

盤

(

一
四
六
七)

雠

M

全
な
標
準
は

'

恐
ら
く
土
地
の
價
格
'に
於
け
る
一
般
的
騰 

貴
で
あ
ら
う
。
典
租
^
を
土
地
の
朮
极
憤
値
を
^
礎
評 

價
以
下
に
低
下
せ
し
む
べ
き
、
右
の
金
额

a

i ^
l

に
M

く 

は
容
易
で
あ
ら
う
。
そ
し
て
其
點
に
達
す
る
ま
で
は
祖 

稅
の
额
は
幾
何
で
あ
ら
う

.

：ど
も
地
主
に
對
し
て
不
公
.平 

は
な
い
で
あ
ら
う
。J

(
A

s
h

l
e

y
V

 

e
d
.
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B
o

o
k

 

V
,

 

c
h

a
p
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s
e
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s

.

00
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_

00
V5)

「

自
然
的
原
因
ょ
り
生
中
る
將
來一

切
の
地
代
咐
A 

額
に
對
し
て
國
家
を
も
之
が
典
受
者
た
ら
し
む
る
の
合 

理
な
る
か
否
か
に
就
ぃ
て
如
何
な
る
考
察
が
爲
さ
れ
や 

う
わ
も
、
現
在
の
地
租
' (

興
れ
は
英
國
に
於
ぃ
て
は
甚 

だ
僅
少
で
办
る)

は
租
稅
ど
し
て
觀
察
さ
れ
て
は
な
ら 

ぬ
、
國
家
の
爲
に
讓
.つ
た
貸
地
料
S
し
て
觀
察
さ
る
ベ 

き
で
あ
る
o

即
最
初
か
ら
國
家
が
留
保
し
て
地
主

0 ;

所 

得
^
屬
し
な
か
つ
た
從
ゥ
て
彼
等
の
祖
稅
の
一
部
ど
し 

て

許

算

す

可

ら

ざ

.：る

地

代

の

一

部
ど
な
す
ベ
き
で
あ 

る
。
十

分

の1

«a
t
h
e
)

は
地
主
に
對
す

る

机
槐
.
^

,

し

第
十
號

自

然的！！

税
の
主
强
潘



第

十

六# 

二

四

六

八

)

雜
：
.
0

自

然
的
課
税
の
.
虫

賜

#
:

て
觀
鏺
S
れ
て
も
ょ
い
。

:

:

.地
主
の
財
產
は
本
.來 

封
邈
時
代
の
筑
荷
を
負
擔
し
て
來
t
eの
で
あ
る
。；

利

 ̂

K

比
ぶ
れ
ば
現
在
の
地
.粗
は
非
常
に
輕
い
«
擔
で
あ
る 

又
典
M

0

t

免
れ
ん
v
i
Lた
tt
;e
>
ば
：彼
等
は
遙
か
.に
高 

い
代
價
を
支
拂
ふ
こ
t
を
要
求

'̂
れ
た
で
あ
ら
ぅ
？
租 

稅
の
實
施
以
來
土
地
を
實
づ
た
人
は
總
て
K
tt
©f
c
に
® 

從
し
て
其
れ
を
買
つ
た
の
で
あ
：る
。
之
を
現
在
の
地
主 

刷
#
.か
&
徵
收
さ
れ
る
.支
拂
ミ
零
倣
す
ロ
實
«
皱
遙
も

以
上
：に

述

べ

た

原

理

を

實

現

せ

ん

が

爲

s

〖

.
が 

求
め
た
立
法
上
の
許
®
は

、
之

等

の

,®
想

を

普

及

す

ベ

： 

く
ト 

s
d 

Tenure 

R
e
f
o
r
m

 

Association 
の
s
- 

”r-
Yト
レ

た
小
册
子
に
之
を
發
見
す
る
こ
ミ
が
出
來
る
。(

3
8
,

4) 

『

地

代

の

將

來

の

不

勢

增

加

を

或

，は

其

大

部

分

を

' 單

，' 

に
人
口
？
福
の
增
大
に
ょ
つ
て
絕
え
ず
*
る

も

：
の

で

あ
 

る
か
ら
し
て
、
國
家
の
刺
益
の
爲
に
麵
桃
に
ょ
つ
て
之
. 

を
w
J.
h
す

る
を
耍
求
す
る► 」

ぜ
。
*•
生
に
1
し

：
て̂-
其

贫

十

雛

九
四

用
產
を
、
立
法
府
が
此
原
理
を
.
採
用
し
た
時
^
^
す
べ 

き
市
場
價
値
を
以
て
、
國
家
に
讓
渡
す
る
自
r:
[

I

を
保
®

 

^
y
s
こ
ど
。」

其
聯
盟(association)

の
計
書
を
說
明
し
辯
®

し

て
 

|

日
く「

土
地
は
私
有
財
産
：た
る
と
ご
を
許
し
て
、
國
家
は 

|

此
所
得
の
增
加
幻
自
身
に
收
ひ
べ
き
で
あ
つ
た
。
さ
ぅ 

ニ

:f
れ

ば

.如
何
な
る
賠
恨
睛
求
權
を
地
主
の
爲
に
設
け 

I.

て
も
其
時
の
經
過
は
此
權
利
を
消
滅
せ
し
め
な
い
。
土 

\

地
は
人
類
の
原
始
ょ
&
存
す
る
相
續
財
產
で
あ
る
。
之 

|

を
個
人
の
私
有
た
ら
^

め
る
普
通
の
且
最
上
の
論
據 

|

は
、
私
有
は
土
壤
を
し
て
最
大
可
能
の
生
産
物
を
趦
出 

一
せ
し
む
る
最
も
强
い
動
機
を
與
ふ
^
云
ふ
の
で
あ
る
。

1

併
し
此
議
論
は
"
所
有
者
を
し
て
彼
等
が
自
身
の
勞
カ 

S

费
用
^

;

に
ょ
つ
て
土
地
に
附
加
し
た
價
値
を
總
て
享 

'得
せ
し
む
る
ど
云
ふ
，J

ビ
に
對
し
て
の
み
、
根
據
あ
る 

:ネ
の
で
あ
る
。
彼
自
身
の
貢
獻
に
ょ
ら
す
他
の
人
+
の 

全
.體
く
し
て
の
社
會

_

の
勞
カ
窆
费
用
€
か
ら
生

..
じ

.

l
l
i
a
i
u

/
{
• 

- 

«-»,• 

1.

れ
價
値
の
堦
加
を
彼
に
擅
，
せ

し

む

る

こ

皮

に

對

し

容
3

る
べ
き
で
あ
つ
れ
•か
、
併
し
之
は
行
は
れ
な
か
つ

て

、
：
同.
.一

の

现

-
H

が

あ

る

べ

、
き
^
が

；な

い。」

.

以
上
の
引
用
に
ょ
つ
て
、
案

1
1ば
自
然
的
腐
因
ょ
り 

.生
t
る
地
代
の
增
加
を
»
で
1@
當
な
特
別
課
稅
0
目
牌
マ 

物
匕
な
し
た
.こ
ど
は
明
^
で
あ
る
。
:.
文
土
地
は
人
類
の 

m

始
以
來
の
相
績
财
產
ヤ
あ
る
：£
本
ふ
原
理
換
言
す
れ
：
一：

：

ば
土
麻
に
對
ず
る
平
等
權
刺
の
.原
现
を
認
め
た
こ
€

4

0
 

:明
か
：で

あ

も

。

け

れ

ど

も

彼

は

此

點

を

經

濟

的

地

代

課

，
：
 

敗

の

：：一

理

南

ぞ

し

て

强

調

し

て

は

a

なS
。

寧
ろ
：彼
は、

_ 

地
主
伽
に
於
け
る
勞
ガ
^
锻
用
>
> に
基
か
す
し
て
人
口 

ぞ
富
皮
に
於
け
るI.

般
的
社
會
的
增
大
に
華
い
tt
所
得
一 

で

あ
る
€

云
ふ
事

實

の

中

に

、
广

國

家

^
依
る
其
れ
の
，擅

.
一
 

ー
有
を
正
當
匕
な
す
理
出
を
認
め
て
ゐ
る
の
で
あ
る
。
け 

れ
ど
も
彼
はT

旣
得
權』

：

說
の
效
力
を
認
め
て
ゐ
る
0 

若
し
國
家
が
抑
々
か
ら
此『

不
勞
敗
划』

：
の
.全
部
を
«
.
る
 

取
ゐ
れ
な

.ら
ば

、
：：公■
の
.楓

念

せ

备

く
 

i

致

し

た

& 

で
あ
ら
ぅ
。
私

布
*
は
之
等

の

條

件

に$
い
て
の
み
許

第

す

六

卷
2
四
六
九)

;:」

雜
錄
：
自然的課税

0
主張游

た
。
.人
々
は
其
土
地
の
地
代
は
自
巳
の
私
有
所
得
^

る 

ベ
き
こ
^
を
承
知
し
て
地
主
ヒ
：な
つ
れ
の
で
あ
る
。
此 

所
得
は
增
加
し
た
、
を
し
て
投
資
財
産
及
不
動
鹿
の
讓 

渡
は
：現
今
に
冤
る
ま
で
此
增
加
を
め
て
に
し
て
善
意
を 

以
て
行
は
れ
て
來
れ
の
で
あ
る
。
3
て
斯
る
過
朱
の
* 

實
は
過
去
の
W
實
た
ら
し
め
よ
。
乍
去
§

に
對
し
て 

,は

斯

る

不

勞

增

加

を

認

む

る

こ
>£
無

か

ら

し

め
よ

。
.
加 

之
國
家
は
ク
現
在
任
意
に
處
分
し
得
る
が
如
き
土
地
を 

私
有
財
產
中
よ
ぅ
除
外
し
置
く 
'へ
き
で
あ
る
。

斯
く
の
如
き極

：：

め
て
.
保
守
的
な
提
案
の
本
質
よ
6

觀 

察
す
れ
ば
>
 

經
濟
的
地
代
よ
り
生
す
る
收
入
は
、..彼
の 

.意
見
に
於
ぃ
て
は
、『

單
'

ー』

な
る
祖
稅
た
り
得
な
い
こ
' 

換
言
す
れ
.
ば
：其
は
不
十
分
な
る
こ
と
は
明
か
で
あ 

る
.°

其
れ
は
れ)

一
般
的
粗
称
制
度
の
一
⑶
殳
た
る
べ 

&

も
の
で
あ
つ
れ
。(

未
完)

第
十
號

空

0


